
広報とよおか 2018（平成30）年2月号　 18

クローズアップ豊岡

とよおか健康ぷらん21（案）への意見を募集します

障害福祉計画・障害児福祉計画（案）への意見を募集します

　市では、平成20年３月に、
国の｢21世紀における国民健康
づくり運動（健康日本21）｣の豊
岡市版として｢とよおか健康ぷ
らん21（健康行動計画）｣を策定
し、推進してきました。計画
期間である10年が経過し、この計画の評価と社
会情勢の変化を踏まえ、新たに｢とよおか健康ぷ
らん21（健康行動計画第２次）｣を策定することと
しました。
　｢とよおか健康ぷらん21｣は｢すべての人が地域
の中で生きいきと健康に暮らせるまち豊岡〜声
かけあって、みんなでつくる地域の元気〜｣を基
本理念とした計画であり、健康行動計画（第２次）
や食育推進計画、自殺対策計画を含みます。
　平成29年６月に策定委員会を設置し、市民へ
のアンケート調査などを基に、策定委員会など
で市民・関係団体・行政が取り組むべき施策に
ついて検討してきました。
　このたび、策定委員会で計画案をまとめまし
たので、市民の皆さんから意見を募集します。
▼公表資料　とよおか健康ぷらん21（案）

　市では、障害福祉計画と障害児福祉計画を一
体的に策定するため、策定・推進委員会を設置し、
障害福祉サービス等の現状分析や課題等を踏ま
え、平成30年度から３年間の計画策定を進めて
きました。
　このたび、計画案がまとまりましたので、市
民の皆さんから意見を募集します。

▼公表資料　第５期豊岡市障害福祉計画・第１
期豊岡市障害児福祉計画（案）
▼公表資料の閲覧方法
▽市ホームページで閲覧
▽社会福祉課および各振興局市民福祉課で閲覧

※閲覧時間：土・日曜日を除く午前８時30分
〜午後５時15分

意見募集の期間

１月25日（木）〜２月８日（木）

意見募集の期間

２月５日（月）まで

▼公表資料の閲覧方法
▽市ホームページで閲覧
▽健康増進課および各振興局市民福祉課で閲覧

※閲覧時間：土・日曜日を除く午前８時30分
〜午後５時15分

※閲覧ができるのは１月25日（木）以降です。
▼意見の提出方法　健康増進課とよおか健康ぷ

らん21担当に郵送（〒668-0046、立野町12番12
号）、ファクス、または電子メール

　※様式は任意ですが、意見様式を健康増進課
および各振興局市民福祉課の窓口に設置し
ます。また、市ホームページからダウンロ
ードできます。

　※任意の様式で提出する場合、必ず住所・氏名・
年齢・電話番号・とよおか健康ぷらん21に
ついて記載してください。

　※電話での意見・提案はご遠慮ください。
▼寄せられた意見の取扱い
▽募集期間終了後、取りまとめ、意見の概要お

よびその意見に対する考えを市ホームページ
で公表します（氏名、住所、電話番号の個人情
報は公表しません）。

▽寄せられた意見に対する個別の回答はしませ
ん。
《問合せ》健康増進課☎24-1127　FAX24-9605
　　　　　 メールkenkou@city.toyooka.lg.jp

▼意見の提出方法　社会福祉課に郵送（〒668-
0046、立野町12番12号）、ファクス、または電
子メール

　※様式は任意ですが、意見様式を社会福祉課
および各振興局市民福祉課の窓口に設置し
ます。また、市ホームページからダウンロ
ードできます。

　※任意の様式で提出する場合、必ず住所・氏名・
年齢・電話番号を記載してください。

　※電話での意見・提案はご遠慮ください。
▼寄せられた意見の取扱い
▽募集期間終了後、取りまとめ、意見の概要お

よびその意見に対する考えを市ホームページ
で公表します（氏名、住所、電話番号の個人情
報は公表しません）。

▽寄せられた意見に対する個別の回答はしませ
ん。
《問合せ》社会福祉課☎24-7033　FAX24-4516
 メールshakaifukushi@city.toyooka.lg.jp
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《退職などに伴う届け出》
届け出が必要なとき 年金の種別 届け出に必要なもの

退職したとき
（20歳以上60歳未満の厚生年金・
共済年金加入者）

第２号被保険者
↓

第１号被保険者
・印鑑
・年金手帳
・資格喪失証明書等（被

用者年金制度の資格喪
失日を証明できるも
の）

配偶者に扶養されていたが、配偶
者が厚生年金、共済年金をやめた
とき（または65歳に到達した） 第３号被保険者

↓
第１号被保険者厚生年金・共済年金加入者の被扶

養配偶者本人の見込み年収額が
130万円以上になるとき
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